
令和６年度 具体的な保険料例について 

<７５歳以上の被保険者１人世帯> 

（ケース１） 年金収入１５０万円の場合 

 

（ケース２） 年金収入１９０万円の場合 

 

区分 保険料額 算出方法 

均等割額 
（ア） 

１６，９０２円 

  

①軽減判定所得を算出 

１５０万円 ― １１０万円 ― １５万円 ＝ ２５万円 

(年金収入)     (年金控除)       (特別控除)   (軽減判定所得) 

②軽減基準額と比較して、軽減割合を算出 

２５万円   ≦  ４３万円   ⇒ ７割 

(軽減判定所得)      (軽減基準額）    （軽減割合）  

③軽減後均等割額を算出 

５６，３４０円 ×（１０割－７割）＝ １６，９０２円 

（均等割額）        （軽減）     （軽減後均等割額） 

所得割額 
（イ） 

    ０円 

  

所得割額の算出 

１５０万円 － １１０万円 － ４３万円 ＝ ０円…（a） 

    (年金収入)        (年金控除)        (基礎控除)  
 
０円 ×  １０．１１％  ＝ ０円 

(a)        （所得割率）      （所得割額） 

年間 
保険料額 
（ア+イ） 

１６，９０２円   

区分 保険料額 算出方法 

均等割額 

（ア） 

２８，１７０円 

  

①軽減判定所得を算出 

１９０万円 ― １１０万円 ― １５万円 ＝ ６５万円 

(年金収入)      (年金控除)      (特別控除)    (軽減判定所得) 

②軽減基準額と比較して、軽減割合を算出 

６５万円   ≦  ７２万５千円   ⇒ ５割 

(軽減判定所得)       (軽減基準額※）    （軽減割合）  
 

※軽減基準額の算出：４３万円＋（２９万５千円×被保険者 1人）＝７２万５千円  

③軽減後均等割額を算出 

５６，３４０円 ×（１０割－５割）＝ ２８，１７０円 

（均等割額）     （軽減）       （軽減後均等割額） 

所得割額 

（イ） 

３７，４０７円 

  

所得割額の算出 

１９０万円 － １１０万円 － ４３万円 ＝ ３７万円…（a） 

(年金収入)       (年金控除)        (基礎控除)  
 

３７万円 × １０．１１％  ＝ ３７，４０７円 

(a)        （所得割率）         （所得割額） 

年間 
保険料額 
（ア+イ） 

６５，５７７円   



 

 

（ケース３） 年金収入２２０万円の場合 

 

（ケース４） 年金収入３１０万円の場合 

 

区分 保険料額 算出方法 

均等割額 

（ア） 

４５，０７２円 

  

①軽減判定所得を算出 

２２０万円 ― １１０万円 ― １５万円 ＝ ９５万円 

(年金収入)      (年金控除)        (特別控除)   (軽減判定所得) 

②軽減基準額と比較して、軽減割合を算出 

９５万円   ≦  ９７万５千円   ⇒ ２割 

(軽減判定所得)      (軽減基準額※）      （軽減割合）  
 

※軽減基準額の算出：４３万円＋（５４万５千円×被保険者 1人）＝９７万５千円  

③軽減後均等割額を算出 

５６，３４０円 ×（１０割－２割）＝ ４５，０７２円 

（均等割額）        （軽減）      （軽減後均等割額） 

所得割額 

（イ） 

７３，３６５円 

  

所得割額の算出 

２２０万円 － １１０万円 － ４３万円 ＝ ６７万円…（a） 

  (年金収入)          (年金控除)       (基礎控除)  
 
６７万円 × １０．９５％  ＝ ７３，３６５円 

(a)        （所得割率）        （所得割額） 

年間 
保険料額 
（ア+イ） 

１１８，４３７円   

区分 保険料額 算出方法 

均等割額 

（ア） 

５６，３４０円 

  

①軽減判定所得を算出 

３１０万円 ― １１０万円 ― １５万円 ＝ １８５万円 

(年金収入)     (年金控除)       (特別控除)     (軽減判定所得) 

②軽減基準額と比較して、軽減割合を算出 

１８５万円   ≧  ９７万５千円   ⇒ 軽減なし 

(軽減判定所得)          (軽減基準額※）    （軽減割合）  
 

※軽減基準額の算出：４３万円＋（５４万５千円×被保険者 1人）＝９７万５千円  

③軽減後均等割額を算出 

５６，３４０円 ×（１０割－０割）＝ ５６，３４０円 

（均等割額）         （軽減）       （軽減後均等割額） 

所得割額 

（イ） 

１７１，９１５円 

 
 

所得割額の算出 

３１０万円－ １１０万円 － ４３万円 ＝ １５７万円…（a） 

   (年金収入)       (年金控除)      (基礎控除)  
  

１５７万円 × １０．９５％  ＝ １７１，９１５円 

(a)         （所得割率）      （所得割額） 

年間 
保険料額 
（ア+イ） 

２２８，２５５円   



<７５歳以上の被保険者が２人いる世帯> 

 

（ケース５） 夫の年金収入が２００万円、妻の年金収入が８０万円の場合 

 

 

 

 

区分 保険料額 算出方法 

均等割額 

（ア） 

（夫） 

２８，１７０円 

 

（妻） 

２８，１７０円 

 
 

①合計軽減判定所得を算出 
 

（夫）２００万円― １１０万円― １５万円 ＝ ７５万円 

(年金収入)    (年金控除)     (特別控除)  (軽減判定所得) 

（妻） ８０万円― １１０万円― １５万円 ＝  ０万円 

(年金収入)     (年金控除)   (特別控除)  (軽減判定所得) 

 

７５万円 ＋ ０円 ＝ ７５万円 

          (合計軽減判定所得) 
  

②軽減基準額と比較して、軽減割合を算出 
 

７５万円   ≦  １０２万円   ⇒ ５割 

(合計軽減判定所得)    (軽減基準額※）   （軽減割合）  
 

※軽減基準額の算出：４３万円＋（２９万５千円×被保険者２人）＝１０２万円 
  

③軽減後均等割額を算出 
 

（夫・妻） 

５６，３４０円 ×（１０割－５割）＝ ２８，１７０円 

（均等割額）      （軽減）     （軽減後均等割額） 
  

所得割額 

（イ） 

（夫） 

４７，５１７円 

 

（妻） 

０円 

 
 

所得割額の算出 
 

（夫） ２００万円－ １１０万円－ ４３万円 ＝ ４７万円…（a） 

     (年金収入)    (年金控除)     (基礎控除)  
 

４７万円 × １０．１１％  ＝ ４７，５１７円 

(a)      （所得割率）      （所得割額） 

 

（妻）  ８０万円－ １１０万円－ ４３万円 ＝   ０万円…（b） 

     (年金収入)   (年金控除)     (基礎控除)  
     

        ０円 ×  １０．１１％  ＝           ０円 

(b)      （所得割率）      （所得割額） 
  

年間 
保険料額 
（ア+イ） 

 

（夫） 

７５，６８７円 

 

（妻） 

２８，１７０円 

  

  



 

（ケース６） 夫の年金収入が２２０万円、妻の年金収入が１７５万円で、 

      子（世帯主で５０歳）の給与所得が２０万円の場合 

 

 

 

区分 保険料額 算出方法 

均等割額 

（ア） 

（夫） 

４５，０７２円 

 

（妻） 

４５，０７２円 

 
 

①合計軽減判定所得を算出 
 

（夫）２２０万円― １１０万円― １５万円 ＝ ９５万円 

(年金収入)     (年金控除)  (特別控除)  (軽減判定所得) 

（妻）１７５万円― １１０万円― １５万円 ＝ ５０万円 

(年金収入)     (年金控除)  (特別控除)  (軽減判定所得) 

 （子・世帯主）２０万円 ＝ ２０万円 

        （給与所得） （軽減判定所得） 
    

９５万円＋ ５０万円＋２０万円＝ １６５万円 

                 (合計軽減判定所得) 
  

②軽減基準額と比較して、軽減割合を算出 
 

１６５万円   ≦ １７２万円   ⇒ ２割 

(合計軽減判定所得)    (軽減基準額※）   （軽減割合）  
 

※軽減基準額の算出：４３万円＋（５４万５千円×被保険者２人） 

＋｛１０万円×（給与所得者等３人－１）｝＝１７２万円 
  

③軽減後均等割額を算出 
 

（夫・妻） 

５６，３４０円 ×（１０割－２割）＝ ４５，０７２円 

（均等割額）      （軽減）     （軽減後均等割額） 
  

所得割額 

（イ） 

（夫） 

７３，３６５円 

 

（妻） 

２２，２４２円 

 
 

所得割額の算出 
 

（夫） ２２０万円－ １１０万円－ ４３万円 ＝ ６７万円…（a） 

     (年金収入)     (年金控除)    (基礎控除)  
 

６７万円 × １０．９５％  ＝ ７３，３６５円 

(a)       （所得割率）      （所得割額） 

 

（妻） １７５万円－ １１０万円－ ４３万円 ＝ ２２万円…（b） 

     (年金収入)     (年金控除)    (基礎控除)  
     

       ２２万円 × １０．１１％  ＝ ２２，２４２円 

(b)       （所得割率）      （所得割額） 
  

年間 
保険料額 
（ア+イ） 

 

（夫） 

１１８，４３７円 

 

（妻） 

６７，３１４円 

  

  



 

（ケース７） 夫の年金収入が１５０万円、妻の年金収入が８０万円で、 

子（世帯主で５０歳）の給与所得が３００万円の場合 

 

区分 保険料額 算出方法 

均等割額 

（ア） 

（夫） 

５６，３４０円 

 

（妻） 

５６，３４０円 

 
 

①合計軽減判定所得を算出 
 

（夫）１５０万円― １１０万円― １５万円 ＝ ２５万円 

(年金収入)     (年金控除)  (特別控除)  (軽減判定所得) 

（妻） ８０万円― １１０万円― １５万円 ＝  ０万円 

(年金収入)     (年金控除)  (特別控除)  (軽減判定所得) 

 （子・世帯主）３００万円 ＝ ３００万円 

        （給与所得）  （軽減判定所得） 
     

２５万円＋  ０万円＋ ３００万円＝ ３２５万円 

                   (合計軽減判定所得) 
  

②軽減基準額と比較して、軽減割合を算出 
 

３２５万円   ≧ １６２万円   ⇒ 軽減なし 

(合計軽減判定所得)    (軽減基準額※）    （軽減割合）  
 

※軽減基準額の算出：４３万円＋（５４万５千円×被保険者２人） 

＋｛１０万円×（給与所得者等２人－１）｝＝１６２万円 
  

③軽減後均等割額を算出 
 

（夫・妻） 

５６，３４０円 ×（１０割－０割）＝ ５６，３４０円 

（均等割額）      （軽減）     （軽減後均等割額） 
  

所得割額 

（イ） 

（夫） 

０円 

 

（妻） 

     ０円 

 
 

所得割額の算出 
 

（夫） １５０万円－ １１０万円－ ４３万円 ＝ ０万円…（a） 

     (年金収入)     (年金控除)    (基礎控除)  
 

０円 × １０．１１％  ＝    ０円 

(a)      （所得割率）      （所得割額） 

 

（妻）  ８０万円－ １１０万円－ ４３万円 ＝ ０万円…（b） 

     (年金収入)   (年金控除)     (基礎控除)  
     

        ０円 × １０．１１％    ＝    ０円 

(b)      （所得割率）      （所得割額） 
  

年間 
保険料額 
（ア+イ） 

 

（夫） 

５６，３４０円 

 

（妻） 

５６，３４０円 

  

  


